
給実甲第１３６６号

令和７年１２月２４日

人 事 院 事 務 総 長

給実甲第２２０号の一部改正について（通知）

給実甲第２２０号（期末手当及び勤勉手当の支給について）の一部を下記のと

おり改正したので、令和７年４月１日（第２項による改正については、令和８年

４月１日）以降は、これによってください。

記

１ 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後 改 正 前

40 各庁の長は、規則第１３条第１ 40 各庁の長は、規則第１３条第１

項及び第１３条の２第１項の規定 項及び第１３条の２第１項の規定

により職員（指定職俸給表の適用 により職員（指定職俸給表の適用

を受ける職員及び特定任期付職員 を受ける職員及び特定任期付職員

を除く。）の成績率を定めるに当 を除く。）の成績率を定めるに当

たっては、次の各号に掲げる職員 たっては、次の各号に掲げる職員

の区分ごとの勤勉手当の額の総額 の区分ごとの勤勉手当の額の総額

が当該各号に定める額を超えない が当該各号に定める額を超えない



範囲内で定めるものとする。ただ 範囲内で定めるものとする。ただ

し、これによることが著しく困難 し、これによることが著しく困難

であると認められる特別の事情が であると認められる特別の事情が

ある場合には、各庁の長は、これ ある場合には、各庁の長は、これ

らの規定及びこの項の規定の趣旨 らの規定及びこの項の規定の趣旨

に照らし合理的に必要と認められ に照らし合理的に必要と認められ

る範囲内において、別段の取扱い る範囲内において、別段の取扱い

をすることができる。 をすることができる。

一 定年前再任用短時間勤務職員 一 定年前再任用短時間勤務職員

以外の職員 次に掲げる職員の 以外の職員 次に掲げる職員の

区分に応じ、それぞれ次に定め 区分に応じ、それぞれ次に定め

る額 る額

⑴ 特定管理職員以外の職員 ⑴ 特定管理職員以外の職員

次に掲げる各庁の長に所属す 次に掲げる各庁の長に所属す

る給与法第１９条の７第１項 る給与法第１９条の７第１項

の職員（特定管理職員を除 の職員（特定管理職員を除

く。）の区分ごとに、それぞ く。）の区分ごとに、それぞ

れ当該職員の勤勉手当基礎額 れ当該職員の勤勉手当基礎額

に同条第２項第１号イに規定 に同条第２項第１号イに規定

するそれぞれの月額の合計額 するそれぞれの月額の合計額

を加算した額に、６月に支給 を加算した額に１００分の１

する場合には１００分の１０ ０５を乗じて得た額の総額

５、１２月に支給する場合に

は１００分の１０７．５を乗

じて得た額の総額

ア・イ （略） ア・イ （略）



⑵ 特定管理職員 次に掲げる ⑵ 特定管理職員 次に掲げる

各庁の長に所属する給与法第 各庁の長に所属する給与法第

１９条の７第１項の職員（特 １９条の７第１項の職員（特

定管理職員に限る。）の区分 定管理職員に限る。）の区分

ごとに、それぞれ当該職員の ごとに、それぞれ当該職員の

勤勉手当基礎額に同条第２項 勤勉手当基礎額に同条第２項

第１号イに規定するそれぞれ 第１号イに規定するそれぞれ

の月額の合計額を加算した額 の月額の合計額を加算した額

に、６月に支給する場合には に１００分の１２５を乗じて

１００分の１２５、１２月に 得た額の総額

支給する場合には１００分の

１２７．５を乗じて得た額の

総額

ア・イ （略） ア・イ （略）

二 定年前再任用短時間勤務職員 二 定年前再任用短時間勤務職員

次に掲げる職員の区分に応 次に掲げる職員の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 じ、それぞれ次に定める額

⑴ 特定管理職員以外の職員 ⑴ 特定管理職員以外の職員

次に掲げる各庁の長に所属す 次に掲げる各庁の長に所属す

る給与法第１９条の７第１項 る給与法第１９条の７第１項

の職員（特定管理職員を除 の職員（特定管理職員を除

く。）の区分ごとに、それぞ く。）の区分ごとに、それぞ

れ当該職員の勤勉手当基礎額 れ当該職員の勤勉手当基礎額

に、６月に支給する場合には に１００分の５０を乗じて得

１００分の５０、１２月に支 た額の総額

給する場合には１００分の５



２．５を乗じて得た額の総額

ア・イ （略） ア・イ （略）

⑵ 特定管理職員 次に掲げる ⑵ 特定管理職員 次に掲げる

各庁の長に所属する給与法第 各庁の長に所属する給与法第

１９条の７第１項の職員（特 １９条の７第１項の職員（特

定管理職員に限る。）の区分 定管理職員に限る。）の区分

ごとに、それぞれ当該職員の ごとに、それぞれ当該職員の

勤勉手当基礎額に、６月に支 勤勉手当基礎額に１００分の

給する場合には１００分の６ ６０を乗じて得た額の総額

０、１２月に支給する場合に

は１００分の６２．５を乗じ

て得た額の総額

ア・イ （略） ア・イ （略）

41 各庁の長は、規則第１３条第１ 41 各庁の長は、規則第１３条第１

項の規定により指定職俸給表の適 項の規定により指定職俸給表の適

用を受ける職員の成績率を定める 用を受ける職員の成績率を定める

に当たっては、勤勉手当の額の総 に当たっては、勤勉手当の額の総

額が次に掲げる各庁の長に所属す 額が次に掲げる各庁の長に所属す

る給与法第１９条の７第１項の職 る給与法第１９条の７第１項の職

員の区分ごとに、それぞれ当該職 員の区分ごとに、それぞれ当該職

員の勤勉手当基礎額に、６月に支 員の勤勉手当基礎額に１００分の

給する場合には１００分の１０ １０６．２５を乗じて得た額の総

６．２５、１２月に支給する場合 額を超えない範囲内で定めるもの

には１００分の１０８．７５を乗 とする。ただし、各庁の長は、次

じて得た額の総額を超えない範囲 の各号に掲げる職員のいずれかが

内で定めるものとする。ただし、 著しく少数であること等の事情に



各庁の長は、次の各号に掲げる職 より、これによることが著しく困

員のいずれかが著しく少数である 難であると認められる特別の事情

こと等の事情により、これによる がある場合には、これらの規定及

ことが著しく困難であると認めら びこの項の規定の趣旨に照らし合

れる特別の事情がある場合には、 理的に必要と認められる範囲内に

これらの規定及びこの項の規定の おいて、別段の取扱いをすること

趣旨に照らし合理的に必要と認め ができる。この場合において、各

られる範囲内において、別段の取 庁の長は、その内容を事務総長に

扱いをすることができる。この場 報告するものとする。

合において、各庁の長は、その内

容を事務総長に報告するものとす

る。

一・二 （略） 一・二 （略）

42 各庁の長は、規則第１３条第１ 42 各庁の長は、規則第１３条第１

項の規定により特定任期付職員の 項の規定により特定任期付職員の

成績率を定めるに当たっては、各 成績率を定めるに当たっては、各

庁の長に所属する給与法第１９条 庁の長に所属する給与法第１９条

の７第１項の職員の勤勉手当の額 の７第１項の職員の勤勉手当の額

の総額が当該職員の勤勉手当基礎 の総額が当該職員の勤勉手当基礎

額に、６月に支給する場合には１ 額に１００分の８７．５を乗じて

００分の８７．５、１２月に支給 得た額の総額を超えない範囲内で

する場合には１００分の９０を乗 定めるものとする。

じて得た額の総額を超えない範囲

内で定めるものとする。

２ 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。



改 正 後 改 正 前

40 各庁の長は、規則第１３条第１ 40 各庁の長は、規則第１３条第１

項及び第１３条の２第１項の規定 項及び第１３条の２第１項の規定

により職員（指定職俸給表の適用 により職員（指定職俸給表の適用

を受ける職員及び特定任期付職員 を受ける職員及び特定任期付職員

を除く。）の成績率を定めるに当 を除く。）の成績率を定めるに当

たっては、次の各号に掲げる職員 たっては、次の各号に掲げる職員

の区分ごとの勤勉手当の額の総額 の区分ごとの勤勉手当の額の総額

が当該各号に定める額を超えない が当該各号に定める額を超えない

範囲内で定めるものとする。ただ 範囲内で定めるものとする。ただ

し、これによることが著しく困難 し、これによることが著しく困難

であると認められる特別の事情が であると認められる特別の事情が

ある場合には、各庁の長は、これ ある場合には、各庁の長は、これ

らの規定及びこの項の規定の趣旨 らの規定及びこの項の規定の趣旨

に照らし合理的に必要と認められ に照らし合理的に必要と認められ

る範囲内において、別段の取扱い る範囲内において、別段の取扱い

をすることができる。 をすることができる。

一 定年前再任用短時間勤務職員 一 定年前再任用短時間勤務職員

以外の職員 次に掲げる職員の 以外の職員 次に掲げる職員の

区分に応じ、それぞれ次に定め 区分に応じ、それぞれ次に定め

る額 る額

⑴ 特定管理職員以外の職員 ⑴ 特定管理職員以外の職員

次に掲げる各庁の長に所属す 次に掲げる各庁の長に所属す

る給与法第１９条の７第１項 る給与法第１９条の７第１項

の職員（特定管理職員を除 の職員（特定管理職員を除

く。）の区分ごとに、それぞ く。）の区分ごとに、それぞ



れ当該職員の勤勉手当基礎額 れ当該職員の勤勉手当基礎額

に同条第２項第１号イに規定 に同条第２項第１号イに規定

するそれぞれの月額の合計額 するそれぞれの月額の合計額

を加算した額に１００分の１ を加算した額に、６月に支給

０６．２５を乗じて得た額の する場合には１００分の１０

総額 ５、１２月に支給する場合に

は１００分の１０７．５を乗

じて得た額の総額

ア・イ （略） ア・イ （略）

⑵ 特定管理職員 次に掲げる ⑵ 特定管理職員 次に掲げる

各庁の長に所属する給与法第 各庁の長に所属する給与法第

１９条の７第１項の職員（特 １９条の７第１項の職員（特

定管理職員に限る。）の区分 定管理職員に限る。）の区分

ごとに、それぞれ当該職員の ごとに、それぞれ当該職員の

勤勉手当基礎額に同条第２項 勤勉手当基礎額に同条第２項

第１号イに規定するそれぞれ 第１号イに規定するそれぞれ

の月額の合計額を加算した額 の月額の合計額を加算した額

に１００分の１２６．２５を に、６月に支給する場合には

乗じて得た額の総額 １００分の１２５、１２月に

支給する場合には１００分の

１２７．５を乗じて得た額の

総額

ア・イ （略） ア・イ （略）

二 定年前再任用短時間勤務職員 二 定年前再任用短時間勤務職員

次に掲げる職員の区分に応 次に掲げる職員の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 じ、それぞれ次に定める額



⑴ 特定管理職員以外の職員 ⑴ 特定管理職員以外の職員

次に掲げる各庁の長に所属す 次に掲げる各庁の長に所属す

る給与法第１９条の７第１項 る給与法第１９条の７第１項

の職員（特定管理職員を除 の職員（特定管理職員を除

く。）の区分ごとに、それぞ く。）の区分ごとに、それぞ

れ当該職員の勤勉手当基礎額 れ当該職員の勤勉手当基礎額

に１００分の５１．２５を乗 に、６月に支給する場合には

じて得た額の総額 １００分の５０、１２月に支

給する場合には１００分の５

２．５を乗じて得た額の総額

ア・イ （略） ア・イ （略）

⑵ 特定管理職員 次に掲げる ⑵ 特定管理職員 次に掲げる

各庁の長に所属する給与法第 各庁の長に所属する給与法第

１９条の７第１項の職員（特 １９条の７第１項の職員（特

定管理職員に限る。）の区分 定管理職員に限る。）の区分

ごとに、それぞれ当該職員の ごとに、それぞれ当該職員の

勤勉手当基礎額に１００分の 勤勉手当基礎額に、６月に支

６１．２５を乗じて得た額の 給する場合には１００分の６

総額 ０、１２月に支給する場合に

は１００分の６２．５を乗じ

て得た額の総額

ア・イ （略） ア・イ （略）

41 各庁の長は、規則第１３条第１ 41 各庁の長は、規則第１３条第１

項の規定により指定職俸給表の適 項の規定により指定職俸給表の適

用を受ける職員の成績率を定める 用を受ける職員の成績率を定める

に当たっては、勤勉手当の額の総 に当たっては、勤勉手当の額の総



額が次に掲げる各庁の長に所属す 額が次に掲げる各庁の長に所属す

る給与法第１９条の７第１項の職 る給与法第１９条の７第１項の職

員の区分ごとに、それぞれ当該職 員の区分ごとに、それぞれ当該職

員の勤勉手当基礎額に１００分の 員の勤勉手当基礎額に、６月に支

１０７．５を乗じて得た額の総額 給する場合には１００分の１０

を超えない範囲内で定めるものと ６．２５、１２月に支給する場合

する。ただし、各庁の長は、次の には１００分の１０８．７５を乗

各号に掲げる職員のいずれかが著 じて得た額の総額を超えない範囲

しく少数であること等の事情によ 内で定めるものとする。ただし、

り、これによることが著しく困難 各庁の長は、次の各号に掲げる職

であると認められる特別の事情が 員のいずれかが著しく少数である

ある場合には、これらの規定及び こと等の事情により、これによる

この項の規定の趣旨に照らし合理 ことが著しく困難であると認めら

的に必要と認められる範囲内にお れる特別の事情がある場合には、

いて、別段の取扱いをすることが これらの規定及びこの項の規定の

できる。この場合において、各庁 趣旨に照らし合理的に必要と認め

の長は、その内容を事務総長に報 られる範囲内において、別段の取

告するものとする。 扱いをすることができる。この場

合において、各庁の長は、その内

容を事務総長に報告するものとす

る。

一・二 （略） 一・二 （略）

42 各庁の長は、規則第１３条第１ 42 各庁の長は、規則第１３条第１

項の規定により特定任期付職員の 項の規定により特定任期付職員の

成績率を定めるに当たっては、各 成績率を定めるに当たっては、各

庁の長に所属する給与法第１９条 庁の長に所属する給与法第１９条



の７第１項の職員の勤勉手当の額 の７第１項の職員の勤勉手当の額

の総額が当該職員の勤勉手当基礎 の総額が当該職員の勤勉手当基礎

額に１００分の８８．７５を乗じ 額に、６月に支給する場合には１

て得た額の総額を超えない範囲内 ００分の８７．５、１２月に支給

で定めるものとする。 する場合には１００分の９０を乗

じて得た額の総額を超えない範囲

内で定めるものとする。

以 上


